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改正貸金業法が完全施行されます改正貸金業法が完全施行されます
̶ 平成22年6月 ̶

　新たな多重債務の発生を抑制するため、改正貸金業法が平成22年6月までに完全施行されます。
主な内容は、

①上限金利の引下げ
出資法の上限金利（現行の年利29.2パーセント）が
利息制限法の上限金利と同じ年利20パーセントに
引下げられます。

②貸金業者への規制強化
貸金業への参入条件が厳格化されたり、貸金業
者の行為の規制が強化されたり、貸出金総量の規
制が導入されます。

問い合わせ先　岡山県生活環境部県民生活課消費生活対策班　☎０８６-226-7346

平成22年度 納税のお知らせ平成22年度 納税のお知らせ平成22年度 納税のお知らせ平成22年度 納税のお知らせ平成22年度 納税のお知らせ

かがみのふるさと応援寄附金（ふるさと納税）についてかがみのふるさと応援寄附金（ふるさと納税）について

平成22年度の納税は、下表のようになります。納期限内の納入をお願いいたします。

納 期 限
4月
4月30日

住民税（普徴）

「かがみのふるさと応援寄附金」について、平成21年3月から平成22年2月末までに11人の方々から合わせて
302,388円のご寄附がありました。
　ご寄附いただいた方々は次のとおりです。（事前に了承を得られた方のみ掲載）

鏡野町では寄附の申込を随時受付けています。
制度の内容や申込方法など詳しくは町のホ－ムペ－ジをご覧いただくか、下記までお問合せください。

旧奥津町羽出出身者 様　　　　　　　岡山市中区　森 世継 様
岡山市東区　難波 通孝 様　　　　　  鏡野中学校平成8年度卒業生一同 様

お問合せ先
鏡野町財政課　電話 0868-54-2780　　FAX 0868－54－2761　　メール zaisei＠town.kagamino.lg.jp

○子育て支援・教育環境づくり 97,288円 ○上齋原地区緑の少年隊活動補助 　6,000円
○ウスイロヒョウモンモドキ保護活動費 60,000円 ○その他町政一般（指定なし） 139,100円

5月
5月31日

6月
6月30日

7月
8月2日

8月
8月31日

9月
9月30日

10月
11月1日

11月
11月30日

12月
12月27日

1月
1月31日

2月
2月28日

3月
3月31日

1期 2期 3期 4期
固定資産税 1期 2期 3期 4期
軽自動車税 全期
国民健康保険税 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
上記の納税に関するお問い合わせ先　　鏡野町役場　税務課　☎0868－54－2985

上記の納税に関するお問い合わせ先　　鏡野町役場　福祉課　☎0868－54－2986

上記の納税に関するお問い合わせ先　　鏡野町役場　健康増進課　☎0868－54－2025

介護保険料 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期

後期高齢者
医療保険料 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期

寄附金は次の事業に使わせていただきました。


